調　査　要　領【介護人材実態調査（訪問系）】
１　ご回答にあたって
本調査票は、第10期鎌倉市高齢者保健福祉計画（第10期介護保険事業計画を含む）の策定に向けて、介護人材の①性別・年齢構成、②資格保有状況、③過去１年間の採用・離職の状況、④訪問介護
サービスにおけるサービス提供の実態などを把握し、職員の確保・定着、育成、もしくは業務改善に必要な取組等を検討するために、鎌倉市内の以下の全ての訪問系サービス事業所を対象に送付しております。事業所の管理者におかれましては、業務多忙のところ誠に恐縮ですが、回答についてご協力くださいますようお願いいたします。
なお、ご回答いただいた内容を、貴事業所の許可なしに、貴事業所が特定される形で公表することはございません。
〇訪問系サービス（訪問介護、訪問入浴、訪問型サービス（総合事業））
〇小規模多機能型居宅介護
〇看護小規模多機能型居宅介護
〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護
２　本調査の回答者
「事業者票」については、管理者の方にご回答をお願いしております。
「職員票」については、貴事業所に所属する全ての介護職員の方にご回答をお願いしております。
（非常勤の方も含みます）。
３　調査票のご回答方法
　この度お送りしたアンケート調査では、以下の２種類のExcelファイルを送付しております。
【事業所票】
〇各事業所の、管理者の方を対象とした調査票です。管理者の方はご回答をお願いします。
〇回答を記入した、１ファイルをご提出ください。
【職員票】
〇各事業所の、介護職員の方を対象とした調査票です。管理者の方は介護職員の方へ配付及び回収をお願いします。
[image: ]〇Excelファイルを介護職員の人数分複製して配布し、介護職員の人数分のファイルを管理者の方がとりまとめてご提出ください。
４　調査票の提出方法
[bookmark: _Hlk213245923]回答済みの調査票ファイルは、e-kanagawa電子申請システム
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142042-u/offer/offerList_detail?tempSeq=112256に添付し、
令和7年（2025年）12月26日（金）までにご返信いただきますよう、お願い申し上げます。また、どうしてもe-kanagawa電子申請システムでの回答が難しい場合は、他の方法をご提案しますので、まずは電話でご連絡をください。
５　お問い合わせ先鎌倉市健康福祉部介護保険課
　　電話：0467-61-2310　　FAX：0467-23-7505
　　メールアドレス：kaigo@city.kamakura.kanagawa.jp
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